国民健康保険運営協議会議事録

日　　時　　　令和７年８月21日（木）

　　　　　　　午後３時００分～午後３時４６分

場　　所　　　市議会委員会室（本館３階）

出席委員　　　森　裕美、大西幸子、永井千佳子、奥野やす子、雪岡　義

　　　　　　　寺田　晃、冨田　薫、村島一敏

　　　　　　　西山則夫、吉井詩子、野口佳子、大西要一、川口　浩

　　　　　　　長谷川一予、澤田　隆、坂口裕司
欠席委員　　　松葉　玲、小林裕典

市出席者　　　（健康福祉部部長）大桑、（健康福祉部次長）堀川、
　　　　　　　（健康福祉部参事）谷

　　　　　　　（医療保険課長）前村
　　　　　　　（健康課長）村井
　　　　　　　（成人健診係長）中村
　　　　　　　（福祉総合支援センター主幹・包括ケア推進係長）北口

　　　　　　　（医療保険課副参事・国民健康保険料係長）木下

　　　　　　　（後期高齢者医療係長）山本

　　　　　　　（国民健康保険給付係長）鈴木

協議及び報告事項

　　　　　　　○協議事項
　　　　　　　（１）会長及び副会長の選任について
　　　　　　　（２）令和６年度国民健康保険特別会計決算見込みについて

　　　　　　　○報告事項
　　　　　　　（１）データヘルス計画等について
　　　　　　　（２）診療報酬等の実績
（開会　午後３時００分）

○前村医療保険課長　　それでは、定刻になりましたので、ただいまから会議を始めさせていただきます。
　改めまして、私、医療保険課長の前村と申します。どうぞよろしくお願いいたします。

　委員の皆様方には、何かとお忙しい中、会議に御出席をいただきまして誠にありがとうございます。
　本日は３年間の任期で最初の協議会でございますので、委員の皆様方に委嘱状を交付させていただきます。委嘱状につきましては皆様の机上に配付をさせていただいておりますので、御確認お願いいたします。
　なお、本日は「保険医又は保険薬剤師を代表する委員」の小林委員と松葉委員から所用のため御欠席との連絡をいただいておりますので、御報告をいたします。
　それでは、議事に入ります前に、健康福祉部部長の大桑より御挨拶を申し上げます。
○大桑健康福祉部長　　皆様、改めまして、こんにちは。健康福祉部長の大桑でございます。
　委員の皆様方におかれましては、大変お忙しい中また猛暑の中、当運営協議会に御出席いただきまして誠にありがとうございます。また平素は、それぞれのお立場の上から国保の運用をはじめ、福祉や市政全般にわたりまして御理解と御協力を賜っておりますことに、重ねてお礼を申し上げたいと思います。

　この運営協議会でございますけども、本年度から新たな任期となっております。先ほど、課長から御案内があったように任期は３年でございますので、どうぞよろしくお願いいたします。
　さて、国民健康保険制度を取り巻く状況でございますけども、被保険者数のほうは令和４年度から団塊の世代の後期高齢者への移行が始まっておりまして、当市におきましても年々被保険者数が減少しております。医療費全体につきましては、緩やかな減少となっておるところでございますけども、被保険者の高齢化また医療の高度化などによりまして、１人当たりの医療費は増加をいたしております。
　本日は事項書にもございますように、令和６年度の国民健康保険特別会計決算見込みについて御審議を賜りたいと存じます。今後も被保険者数の減少によります保険料収入の減少また医療費の増加などの影響によりまして、この制度を維持していくためにはさらに厳しさが増していくことが予想されますけども、被保険者数の皆さんの負担軽減と健康保持の両立を目指しながら安定した国保運営に努めてまいりたいと考えております。
　委員の皆様方におかれましては、引き続き御支援、御協力を賜りますようお願いを申し上げまして、簡単ではございますが挨拶に代えさせていただきます。よろしくお願いいたします。

○前村医療保険課長　　続きまして、本日の資料の確認をさせていただきます。着座にて失礼いたします。
　資料につきまして、事前に郵送にてお送りをさせていただいたところでございますが、一部の資料につきまして、訂正がございましたので机上に配付をさせていただいております。資料の５－１でございます。お手数をおかけいたしますが、差替えをお願いいたします。誠に申し訳ございませんでした。
　それでは改めまして、資料の確認をさせていただきます。
　資料は、事項書と委員名簿、運営協議会の関係法令の抜粋。続きまして、資料１、令和６年度国民健康保険特別会計決算見込、資料２、令和６年度国民健康保険料（税）収納状況、資料３、令和７年度国民健康保険料本算定賦課状況、資料４、国保会計収支状況、資料５－１、伊勢市国民健康保険データヘルス計画（第３期）、特定健康診査等実施計画（第４期）実績、資料５－２、県下市町の健康保険事業の実態、資料６、診療報酬等の実績でございます。
　以上が本日の資料となっておりますが、全てそろっておりますでしょうか。
　ありがとうございます。
　それでは、早速議事に入りたいと思いますが、本日は委員の任期最初の協議会でございます。会長が選任されるまでの間、私のほうで会議を進めさせていただきたいと存じます。
　ただいまから、伊勢市国民健康保険運営協議会を開会いたします。委員定数18名のうち、本日の出席者は16名でありますので、会議は成立いたしております。

　会議録署名者を指名いたします。会議録署名者に、森委員、村島委員の二人を指名いたします。よろしくお願いいたします。

　それでは、事項書に従いまして、議事を進めさせていただきます。

　協議事項１、会長及び副会長の選任についてを御協議願います。
　会長につきましては、国民健康保険法施行令第５条、副会長につきましては伊勢市国民健康保険条例施行規則第３条の規定により、公益を代表する委員のうちから全委員がこれを選挙するとされております。したがいまして、本日、公益を代表する５名の委員の中から、会長と副会長を選出していただくことになります。会長・副会長の選任につきまして、いかが取り計らわせていただきましょうか。

　西山委員。
○西山委員　　今ありました会長・副会長の件でございますが、法とか条例の関係で公益から出すということになっておりますので、私のほうからお二人を推薦させていただきたいと思いますので、よろしくお取り計らいをお願いを申し上げます。会長として吉井委員、副会長として大西委員を推薦をさせていただきますので、よろしくお願いを申し上げます。

○前村医療保険課長　　ただいま、公益代表の西山委員から会長に吉井詩子委員、副会長に大西要一委員を御推薦いただきました。ほかに御意見はございませんでしょうか。
　御意見もないようですので、お諮りいたします。
　会長を吉井詩子委員、副会長を大西要一委員に御就任いただくことで、御異議ございませんでしょうか。
（「なし」との声あり）
○前村医療保険課長　　ありがとうございます。
　全員異議なく御同意と認めさせていただきます。よって、吉井詩子委員が会長に、大西要一委員が副会長に当選されました。
　恐れ入りますが、会長席・副会長席へお移りいただき、一言御挨拶をお願いいたします。
○吉井会長　　ただいま、会長に御推挙いただきました吉井です。委員の皆様の御協力を得て、国保事業の健全運営に努力してまいりたいと考えておりますので、引き続きよろしくお願いいたします。

○大西副会長　　ただいま、副会長に御推挙いただきました大西です。会長を補佐し、その任務を遂行していくために努力してまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
○前村医療保険課長　　ありがとうございました。
　それでは以降の進行は、条例施行規則第４条の規定に従い、吉井会長に議長をお願いさせていただき、議事を進行していただきます。会長、よろしくお願いいたします。

○吉井会長　　それでは、事項書に従いまして議事を進めさせていただきます。

　協議事項２、令和６年度国民健康保険特別会計決算見込みについてを議題といたします。事務局より説明願います。課長。

○前村医療保険課長　　それでは、令和６年度国民健康保険特別会計決算見込みについて、関連します資料１から４を通して御説明をさせていただきます。
　資料１、令和６年度国民健康保険特別会計決算見込を御高覧ください。
　１、２ページが歳入、３ページが歳出で、１行目の２列目からそれぞれ現計予算額と決算見込額、その差引額を歳入は対予算超過額、歳出は執行残の欄に記載をしており、金額は全て千円単位で表しております。タイトルに「見込」とございますのは、まだ議会の議決がなされていないためでございますが、今後、数字が変動することはございませんので、御了承いただきますようお願いいたします。
　それでは、１ページの歳入から主なものについて御説明を申し上げます。
　まず、表の下から３行目、項目、国民健康保険料・税の合計欄を御覧ください。

　令和６年度の決算見込額は21億5,433万5,000円で、予算額に対して2,511万6,000円の収入増となっております。予算見込時の収納率よりも収納率が良かったことが要因です。収納状況の詳細につきましては、後ほど、資料２で御説明を申し上げます。
　２ページをお願いいたします。
　項目の一番上の国庫支出金、国保制度関係業務事業費補助金の決算見込額は415万円で、令和６年12月から実施された健康保険証とマイナンバーカードの一体化への対応として必要となりました国保のシステム改修費等に伴う国の補助金でございます。

　県支出金の保険給付費等交付金のうち、普通交付金の決算見込額は86億6,692万3,000円で、予算額に対して３億4,811万8,000円の収入減となりました。この普通交付金は医療費の支払実績に応じて交付されるものでございます。
　次に、その下の特別交付金の決算見込額は２億6,690万2,000円と、予算額に対して3,004万3,000円の収入増となりました。この特別交付金の内訳は、右の説明欄にもございますように、国の保険者努力支援制度や県の保険者取組支援制度である県繰入金、特定健康診査への補助金などとなっております。
　その下の健康増進事業補助金は決算見込額は321万5,000円で、骨粗しょう症の検診、歯周病検診等の国保被保険者の経費に係る補助でございます。
　次の財産収入でございますが、こちらも説明欄にございますように、財政調整基金積立金の利子で決算見込額は68万2,000円となっております。
　次に、繰入金の決算見込額は計で12億4,668万円で、予算額に対して875万7,000円の減額となっております。
　財政調整基金繰入金は、予算では約３億3,875万4,000円を見込んでおりましたが、実際には３億3,000万円を繰り入れ、保険料の賦課額軽減のために充当をしております。

　次に、繰越金は令和５年度からの繰越1,388万9,000円でございます。
　最後に、諸収入の決算見込額は2,662万1,000円で、予算額に対し123万9,000円の増額となっております。内訳は、徴収業務の強化による延滞金収入と第三者納付金、返納金、預金利子となっております。
　以上、歳入合計決算見込額は123億8,339万7,000円で、予算額に対しては３億38万2,000円の収入減となりました。
　続きまして、歳出について御説明を申し上げます。
　３ページを御高覧ください。
　まず、項目の一番上の総務費でございますが、内訳は説明欄に記載のとおりで、決算見込額は１億7,786万9,000円で、予算額に対し368万2,000円の執行残となりました。
　次に、その下の保険給付費ですが、まず、療養給付費の計の決算見込額は73億8,573万4,000円となっています。１人当たりの医療費額は年々増加をしておりますが、被保険者数の減少に伴い給付件数も減少していることから、予算額に対し３億5,438万6,000円の執行残となりました。
　その他の療養費、高額療養費、出産育児一時金、葬祭費等を含めまして、保険給付費の決算見込額は86億7,165万4,000円となり、予算額に対して４億227万6,000円の執行残となりました。給付件数等は、それぞれ説明欄に記載のとおりでございます。この保険給付費の合計額は、歳出総額の約70％を占めております。
　次に、国民健康保険事業費納付金の決算見込額は、計で32億1,833万2,000円となっております。これは、広域化に伴い県が各市町の療養給付費等を給付するために必要とされる費用として交付する医療給付費の実績や国の示す係数を基に算出したもので、各市町から県に納付するものでございます。

　次に、保健事業費でございます。説明の欄にございますように、主に特定健診・特定保健指導等の費用で、決算見込額は１億6,347万2,000円、予算額に対して299万5,000円の執行残となりました。
　次に、諸支出金ですが、決算見込額は3,334万8,000円で、予算額に対して162万4,000円の執行残となりました。主な内容といたしましては、保険料還付金と普通交付金の償還金によるものでございます。
　以上、歳出合計決算見込額は122億6,467万5,000円で、表の下方、欄外でございますが、記載がありますように、歳入合計の123億8,339万7,000円から差し引いた１億1,872万2,000円が剰余金となりました。

　この剰余金につきましては、伊勢市国民健康保険財政調整基金条例第２条の規定により、剰余金の２分の１を下回らない額である6,000万円を基金に積み立て、その残額5,872万2,000円を令和７年度へ繰り越すものでございます。
　令和６年度決算見込の説明は以上でございます。
　続きまして、国民健康保険料の収納状況等につきまして、担当のほうから御説明を申し上げます。
○木下保険料係長　　医療保険課保険料係長です。
○吉井会長　　はい、保険料係長。

○木下保険料係長　　続きまして、国民健康保険料の収納状況につきまして御説明申し上げます。
　お手元の資料２、令和６年度国民健康保険料（税）収納状況を御覧ください。
　１番、国民健康保険料（税）収納率でございますが、表の上段が国民健康保険料、中段が国民健康保険税、下段がその両方を合計したものとなっております。また、表の左側が令和６年度、右側が令和５年度の数値となっております。
　まず、収納率につきまして、表の下から数えて３行目、保険料・保険税計を御覧いただきたいと思います。令和６年度、全体の収納率につきましては、保険料・保険税計にありますとおり90.69％となりました。こちらの行の右端にありますとおり、前年度と比較し0.57％の増となりました。
　また、現年分と滞納繰越分それぞれの収納率ですが、その下の行になりますが、現年度分が96.12％で前年度比0.16％の減、滞納繰越分が33.37％で前年度比1.42％の増となりました。全体の収納率と滞納繰越分の収納率は過去最高の収納率、現年分は減となりましたが過去４位の収納率となっております。
　今後につきましても債権回収対策室とさらなる連携を図りながら、引き続き悪質な滞納者の把握に努め、さらなる収納率の向上を図ってまいりたいと考えておりますので、御理解賜りますようよろしくお願いいたします。

　次に同じページの２番、国民保険料（税）収納区分を御覧ください。下の小さい表になります。
　主なものといたしましては、一番確実な徴収方法でございます口座振替が全体の半分以上を占める53.4％で、これは昨年度より0.3％増加、コンビニエンスストアが20.2％で0.3％増加、年金天引きが12.6％で0.4％の減少となっております。

　続きまして、資料３、令和７年度国民健康保険料本算定賦課状況を御覧ください。

　令和７年度の料率ですが、基金より今年度は２億9,000万円を繰り入れまして、保険料必要額を減額した上で保険料率を算出しております。
　表上段の料率欄を御覧ください。まず、医療給付費分につきましては所得割の料率が6.71％、均等割が２万6,800円、平等割が１万7,700円で、前年度と比較いたしますと、所得割がO.61％の増、均等割が3,900円の増、平等割が2,300円の増となっております。
　次に、後期高齢者支援金分につきましては所得割が2.85％、均等割が１万1,200円、平等割が7,500円で、前年度と比べますと所得割が0.44％の減、均等割が400円の減、平等割が500円の減となっております。
　また、一番右の介護納付金分につきましては所得割が2.78％、均等割が１万1,900円、平等割が5,800円で、前年度と比べますと所得割が0.29％の減、均等割が500円の減、平等割が200円の減となっております。
　次に、下の表になりますが、１人・１世帯当たり金額を御覧ください。加入者の方に納めていただくことになります令和７年度の年間保険料でございますが、医療給付費分、後期高齢者支援金分、介護給付金分、それぞれの調定額を足しますと、一番下の欄になりますが、１世帯当たりとして15万9,433円、昨年度と比較いたしますと7,611円の増額、１人当たりにいたしますと11万9,196円で、同じく昨年度と比較して6,654円の増額となりました。
　令和７年度の保険料率は、本来の保険料必要額から先ほど申しましたとおり、基金からの繰入れにより2.9億円を減額した金額で算定しております。令和６年度よりも保険料額は上昇いたしますが、１人当たり医療費額が伸びていることから、被保険者の皆様に負担していただかざるを得ない状況と考えております。御理解賜りますようよろしくお願いいたします。
　以上で、令和６年度国民健康保険料（税）収納状況及び令和７年度国民健康保険料本算定賦課状況についての説明を終わらせていただきます。
　続きまして、資料４につきましては、課長より説明をさせていただきます。
○前村医療保険課長　　医療保険課長です。
○吉井会長　　はい、課長。

○前村医療保険課長　　続きまして、資料４、国保会計収支状況を御説明させていただきます。資料４のほうを御高覧ください。
　表の左側が歳入、右側が歳出でございます。令和５年度決算と令和６年度決算見込額、こちらは資料１の再掲でございます。それぞれの科目ごとに、令和７年度の当初予算額との比較ができるよう記載をしております。

　左側、歳入の特徴といたしましては、令和６年度決算見込みと令和７年度当初予算の比較で、保険料・税の計が約1,900万円減少しており、これは被保険者数の減少に伴うものと考えております。
　右側の歳出、保険給付費の合計欄を御覧ください。保険給付費は、令和５年度が87億8,231万2,000円、令６年度決算見込みが86億7,165万4,000円で約1.3％の減となっております。令和７年度は88億1,860万2,000円を予算計上いたしましたが、令和６年度の当初予算と比較すると約２億5,000万円の減額となっております。
　続きまして、右側一番下の基金残高の欄を御覧ください。令和６年度末の財調調整基金の残高は、8億6,019万7,000円となる見込みでございます。令和７年度も保険料負担の軽減を図るため、当初予算で３億3,000万円の繰入れを行い、令和６年度からの積立金6,000万円と差引きをし、現在確定している利子46万4,000円を積み立てると、令和６年度から約２億6,953万6,000円減少の5億9,066万1,000円となる見込みでございます。
　今後も、保険給付費の総額としましては、基本的には被保険者数の減少等の要因により、減少あるいは横ばいが続くものと思われますが、高齢化の進展や医療技術の進歩により、１人当たりの保険給付費額の増加は続いていくものと思われます。
　以上、（１）令和６年度国民健康保険特別会計決算見込みについて御説明をさせていただきました。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。

○吉井会長　　ありがとうございます。
　ただいまの説明につきまして、御発言等ございましたらお願いいたします。

　川口委員。

○川口委員　　２点ほどお伺いしたいと思います。
　冒頭に健康福祉部長のほうから国保運営の厳しさが増すというお話ありました。これは全くそのとおりだと思います。その中で、国の社会保険改革の中で、昨年2024年の10月から従業員数51人から100人の企業で働くパート・アルバイトについても、社会保険の加入を義務化していくような動きがあったと思うんですが、国保の被保険者数の減少につながる。国全体、あるいは働く方々にとっては、マクロではプラスかもしれないけど、国保会計というとこだけから見るとマイナスになるかもしれないんですが、そうした影響っていうのは今出てる、把握されてるか、あるいは今後の見通し等あれば教えていただきたいんですが。
○前村医療保険課長　　医療保険課長です。

○吉井会長　　はい、課長。
○前村医療保険課長　　ただいまの川口委員の御質問でございますが、おっしゃるように、今後社会保険の加入の幅が広がりますので、現在国民健康保険に加入いただいております方につきましても、社会保険に加入ができるという形で、本人さんにとっては有利な形になるかなと思いますが、国保のほうとしては加入者数の減少に、恐らくそうなるであろうと私どものほうも理解をしておるところでございます。ただ、現時点でどの程度減少するかとか、そういうことにつきましてはまだ状況等を把握をしていない状況でございます。
　以上でございます。
○川口委員　　分かりました。ありがとうございます。
　あと、もう一点なんですけれども、基金の取扱いについてお伺いしたいと思います。今、国保運営を都道府県単位でやっていくということが進められていて、保険料に関しても令和11年度に保険料水準を統一していく。幅を持たせ、一定の幅、５％でしたっけ、持たせて統一していくっていう方法があって、さらに令和15年度には完全統一、県下での各自治体、保険者間でのバラつきをなくす完全統一するっていう話があって、伊勢市は保険料水準が比較的低いほうなんで、今後引上げのほうに動いていくのかなというふうに予想しておりますけれども、これまで保険料の軽減、あるいは引下げに活用されてきた基金の扱い、各自治体持ってたり持ってないとこもあるのかもしれないですけども、この基金の取崩しだとかに関して、県の方針は何か市のほうに説明があるのか、また市として何か県に対して意見を述べていくというよう考えるのか、ちょっとその辺お伺いしたいと思います。

○木下保険料係長　　係長です。
○吉井会長　　はい、係長。

○木下保険料係長　　ありがとうございます。
　委員お尋ねの件でございますが、基金の取扱い方につきまして、県のほうから現時点で私どものほうに示されておりますことにつきまして、御説明させていただければと思うんですが。令和11年度以降は、保険料の料率抑制のための使い方というのは、できないというふうに現時点ではされております。これにつきましては、不定期的にはございますが、県のほうから担当課長会議ということで情報共有がされてきております。令和７年の４月に一度、情報共有の場がございまして、そこでもそういうようなお話でございましたが、今後も県のほうからの情報にアンテナを張りながら、情報を正しく見極めてしっかりと対応をさせていただきたいと思います。

○川口委員　　市として、この辺何か要望とかされてることありますか。
○木下保険料係長　　こちらにつきましても、機会を見ながら、おっしゃられましたように、保険料を今まで安く努力して抑制してきたところが、言わば、不利益を被らないようにというようなところでの要望につきましては、機会を見ながら行っていきたいというふうに考えております。
　以上でございます。
○吉井会長　　はい、川口委員。

○川口委員　　加入者が減少している。１人当たり医療費も増えている。その一方で、加入者の経済的状況、所得は伸びていないという中で、国保運営って袋小路に入ってると思うんですよね。市の職員の方々も頑張っていただいてると思いますし、市の裁量ではどうにもならないっていうところが正直、私もあるというふうに認識はしておるんですけれども、やっぱり市民の方々、特に子育て世帯の中間層など、もう収入の１割を超えて国保の負担があるっていうことも現実として起きてますので、やはり被保険者の経済的負担の軽減っていうことを最優先課題で取り組んでいただければと思います。
　以上、要望になりますがありがとうございます。
○吉井会長　　よろしいですか。
　他に御発言ございませんか。
（「なし」との声あり）
○吉井会長　　ないようですので、お諮りいたします。
　本件につきまして、原案どおり承認することに賛成の方は挙手をお願いします。
（賛成者　挙手）
○吉井会長　　ありがとうございます。挙手多数でありますので、本件は原案どおり承認することと決定いたしました。
　では、次に報告事項に移ります。報告事項１、データヘルス計画等について、事務局より説明願います。
○鈴木給付係長　　給付係長です。
○吉井会長　　はい、給付係長。

○鈴木給付係長　　それでは、資料５－１、伊勢市国民健康保険データヘルス計画（第３期）、特定健康診査等実施計画（第４期）実績と、資料５－２、県下市町の健康保険事業の実態を御覧ください。
　データヘルス計画は、特定健康診査の実施計画と一本化して、令和６年度から令和11年度の６か年の計画を第３期計画として定めております。本日は、重点的に取り組みました保健事業のうち、県から必須項目として指定されております事業の令和６年度の評価指標の達成度合いにつきまして、現時点で抽出できる項目について実績をお示しさせていただきます。
　まず、特定健康診査についてでございます。特定健康診査は、40歳から74歳の人を対象に生活習慣病の早期発見につなげるべく実施しているものですが、令和６年度の受診率向上に向けた取組実績といたしましては、未受診者への受診勧奨通知の送付を行いました。初回の受診勧奨通知は、国保連合会へ委託し、過去３年間の受診状況及び生活習慣病の治療歴を考慮して４種類に作り分ける工夫をしております。
　また、令和６年度からの取組として、受診率の低い40代の男性を対象として抽出し再勧奨通知の送付を行いました。結果、受診率は昨年度より0.4％向上し、54.8％となっております。
　また、令和２年度から設けております人間ドックの助成制度は、人間ドック等を受診した人から結果を提供していただいた場合に上限5,000円を助成するものでございます。令和６年度の助成件数は106件で、制度開始から毎年件数は増加傾向であります。この制度は、伊勢市の特定健診を受診せずとも人間ドック等の結果によって特定健診を受診したものとみなしてカウントすることができますことから導入しております。
　制度概要は、伊勢市ホームページ、広報いせ、ポスター掲示等にて周知し、受診率向上に努めているところでございますが、医科の先生方には、特定健診の受診勧奨をお願いいたしますとともに、このような助成制度もありますことを引き続き周知していただきますと幸いです。
　次に、特定保健指導についてでございます。特定保健指導は、特定健診の結果から生活習慣病のリスクが疑われる人への生活習慣の改善を促すものですが、令和６年度の特定保健指導終了率は37.9％となりました。勧奨通知文を見やすく変更する等の工夫やオンラインでの申込み設定を行い、昨年度同時期より3.1％の上昇につなげております。
　次に、糖尿病性腎症重症化予防対策についてでございます。伊勢地区医師会の先生方の御協力と御指導をいただきながら、特定健診の結果やレセプトを基に糖尿病の恐れ、または糖尿病性腎症の重症化予防が必要な方をリストアップし、治療につながるよう受診勧奨と保健指導を行っております。令和６年度の取組実績といたしましては、受診勧奨通知の送付を合計で82件、保健指導を70件実施しました。その結果、糖尿病性腎症の新規透析導入患者数は14人となり、令和６年度の目標値13人には僅かに届いておりませんが、重症化予防への取組強化につなげることができました。
　次に、重複・頻回受診、重複・多剤服薬についてでございます。受診・服薬の適正化を通じた健康障害予防を目的として実施しているものでございますが、対象者の抽出・選定の難しさや重複・多剤投与者数の増加もあり、令和６年度の対象者への指導率としましては0.68％となっております。今後、重複・多剤服薬に対する指導はますます重要になってくることが予想されますことから、医療機関の先生方には、ぜひ御指導、御協力をお願いできれば幸いです。
　最後に、後発医薬品使用促進についてでございます。後発医薬品に切り替えた場合の差額通知を２回送付いたしました結果、令和６年度の後発医薬品使用率は83.5％となり、令和５年度から2.2％上昇し、令和６年度目標値の78.3％を大きく上回ることができた結果となっております。
　以上の重点取組事業につきまして、今年度もさらに積極的に取り組んでいく所存でございます。

　続きまして、資料５－２、県下市町の健康保険事業の実態についての１ページを御覧ください。
　医療費額と保険料収納率等につきまして、伊勢市が県内のどの辺りにいるのか、暫定値ではございますが、令和６年度の実績が把握できましたことから御報告させていただくものでございます。
　まず、１、１人当たり保険料現年度調定額につきましては、令和６年度の伊勢市の調定額は9万5,535円で、29市町中では低いほうから12番目、14市中で４番目となっております。なお、この金額は国保連合会でつかんでいる数値のため、資料３の１人当たり保険料額とは差異がございますことを御了承ください。
　次に、２、１人当たり医療費につきましては、令和６年度は29市町中では低いほうから14番目、14市中では６番目という状況です。保険給付費総額は、被保険者数の減少等の要因により、緩やかな減少が続くものと思われますが、高齢化や医療技術の進歩により、１人当たりの医療費額の増加は続いていくものと思われます。
　次に、３と４の保険料の収納率でございます。現年度分は0.17％減少の96.12％となり、29市町中では高いほうから12番目、14市中では２番目となっております。また、滞納繰越分は1.59％上昇の33.54％となりまして、29市町中では高いほうから10番目、14市中では５番目となっております。
　５の特定健康診査受診率につきましては、29市町中では高いほうから２番目、14市中では１番目となっております。こちらにつきましても国保連合会で現時点でつかんでいる各市町の暫定値のため、資料５－１とは差異がございますことを御了承ください。
　以上、データヘルス計画及び県下市町の健康保険事業の実態について、御報告させていただきました。

○吉井会長　　ただいまの説明につきまして、御発言はございませんか。
　はい、長谷川委員。

○長谷川委員　　御説明ありがとうございます。先ほど、１人当たり医療費が年々増加しているということだったんですけれども、やはり支出を減らすために健康度を上げるということでは、データヘルス計画の推進ってとても大事なことだと思っているんですけれども、資料５－１の糖尿病性腎症の対策のところで、保健指導実施率とても高いなというふうにお見受けしたんですけれども、何か工夫されてることとか取り組まれてることあったら教えていただけたらと思います。お願いします。
○村井健康課長　　健康課長です。

○吉井会長　　はい、健康課長。
○村井健康課長　　糖尿病性腎症重症化予防対策で、実施率の向上に向けて取り組んでいることとしましては、まず対象者にはがきで受診勧奨は実施しておるところなんですが、こちらのほうから電話とか家庭訪問などを実施しまして、まだ受診されてない方々に受診を勧めさせていただいております。直接勧めさせていただいてることが効果につながっていると考えております。
　以上でございます。
○吉井会長　　はい、長谷川委員。

○長谷川委員　　ありがとうございます。私ども被用者保険のところでも、やはり重症化予防の対策って大事だなと思ってるんですけれども、やはり市町のほうから訪問いただくと、その対象となってる方も安心して指導を受けていただけるんだなと思っております。私どものほうからやると、なかなかそこまで高くリアクションしていただけないので、何か今後も協力していけたりですねアドバイスいただけたらと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。

　ありがとうございます。
○吉井会長　　よろしいですか。他に御発言はございませんか。
（「なし」との声あり）
○吉井会長　　ないようですので、本件につきましてはこの程度といたします。
　次に、報告事項２、診療報酬等の実績について、事務局より説明願います。
○前村医療保険課長　　医療保険課長です。

○吉井会長　　はい、医療保険課長。
○前村医療保険課長　　続きまして、資料６、診療報酬等の実績について御説明をいたします。
　資料は、県へ報告する国民健康保険事業報告書を基に作成をしております。令和３年度から令和６年度の件数と費用額を記載し、令和５年度と令和６年度については、対前年度比の数字を記載をさせていただきました。
　令和５年度と令和６年度を比較すると、入院、食事療養・生活療養については、件数は減少しておりますが費用額では増加となっています。訪問看護は件数・費用額ともに増加が見られます。
　令和３年度以降を全体的に見てみますと、入院・入院外・歯科の合計において、件数・費用額ともに減少傾向にあります。また、訪問看護は、件数・費用額とも年々増加の傾向にあります。
　被保険者数は、令和６年度の平均が2万2,598人で、令和５年度の平均の2万3,854人と比較をしますと約5.3％減少しております。被保険者数の減少割合と比べますと件数・費用額とも減少の割合が小さいというような状況が見てとれます。
　説明は、以上でございます。

○吉井会長　　ただいまの説明につきまして、御発言はございませんか。
（「なし」との声あり）
○吉井会長　　ないようでございますので、本日の運営協議会は、これをもちまして閉会させていただきます。
　長時間にわたりまして、慎重な御審議をいただきましたことに厚くお礼申し上げます。ありがとうございました。
（閉会　午後３時４６分）
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